
１ 政令指定都市の制定状況

現状 参考自治体

他自治体の策定状況（政令指定都市・県・県内市町） 参考１

都市名 条例名 施行日
提案手法 前文の

有無
目的 定義 基本理念 市の責務

市民の
役割

事業者の
役割

補足
行政提案 議会提案

神戸市 神戸市みんなの手話言語条例
平成27年
4月1日

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

大阪市 大阪市こころを結ぶ手話言語条例
平成28年
1月18日

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

浜松市 浜松市手話言語の推進に関する条例
平成28年
4月1日

〇 〇 〇 〇 〇 〇
市民の役割の規定で事業
者の役割も定めている

京都市 京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例
平成28年
4月1日

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

堺市
堺市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション
手段の利用を促進する条例

平成29年
4月1日

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

札幌市

札幌市障がい特性に応じたコミュニケーション手段
の利用の促進に関する条例

平成29年
12月1日

〇 〇

札幌市手話言語条例
平成30年
3月6日

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

岡山市 岡山市手話言語等の普及及び理解の促進に関する条例
平成30年
4月1日

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

新潟市 新潟市手話言語条例
平成31年
4月1日

〇 〇 〇 〇 〇 〇
市民の役割の規定で事業
者の役割も定めている

熊本市 熊本市手話言語条例
令和2年
3月24日

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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政令指定都市の条例制定状況

策定済 未策定

14

21

県内自治体の条例制定状況

策定済 未策定

参考：静岡市調べ

静岡県
制定

20市 35市

鳥取県
平成25年10月に全国で初めて手話を「言語」として扱う「鳥取県手話言語条例」を制定

政令指定都市や県・県内市町では…
全体の４割以上が条例を制定している状況。
条文では主に「目的」「定義」「基本理念」「市の責務」「市民の役割」「事業者の役割」の
事項が共通して定められている。
なお、下表以外においても、医療機関における手話の啓発について盛り込んでいる自治体
（兵庫県明石市・群馬県前橋市）もある。



２ 県内市町の制定状況

都市名 条例名 施行日

提案手法

前文の
有無

目的 定義 基本理念 市の責務
市民の
役割

事業者の
役割

補足
行政
提案

議会
提案

富士宮市 富士宮市手話言語条例
平成28年
4月1日

〇 なし 〇 〇 〇 〇 〇
市民の役割の規定で事業者の役割も
定めている

浜松市（再掲） 浜松市手話言語の推進に関する条例
平成28年
4月1日

〇 なし 〇 〇 〇 〇 〇
市民の役割の規定で事業者の役割も
定めている

掛川市 掛川市手話言語の推進に関する条例
平成29年
4月1日

〇 あり 〇 〇 〇 〇 〇
市民の役割の規定で事業者の役割も
定めている

菊川市 菊川市手話言語に関する条例
平成29年
4月1日

〇 あり 〇 〇 〇 〇 〇 〇

御前崎市 御前崎市手話言語の推進に関する条例
平成29年
4月1日

〇 あり 〇 〇 〇 〇 〇
市民の役割の規定で事業者の役割も
定めている

静岡県 静岡県手話言語条例
平成30年
3月28日

〇 あり 〇 〇 〇 〇 〇 〇

焼津市 焼津市手話言語条例
平成30年
4月1日

〇 あり 〇 〇 〇 〇 〇
市民の役割の規定で事業者の役割も
定めている

袋井市 袋井市手話言語条例
平成30年
9月28日

〇 あり 〇 〇 〇 〇 〇
市民の役割の規定で事業者の役割も
定めている

磐田市 磐田市手話言語条例
平成30年
10月1日

〇 あり 〇 〇 〇 〇 〇
市民の役割の規定で事業者の役割も
定めている

森町 森町手話言語の推進に関する条例
平成30年
12月20日

〇 あり 〇 〇 〇 〇 〇
市民の役割の規定で事業者の役割も
定めている

伊豆市 伊豆市民が共にあゆむ手話言語条例
令和元年
12月5日

〇 あり 〇 〇 〇 〇 〇
市民の役割の規定で事業者の役割も
定めている

沼津市 沼津市手話言語条例
令和2年
3月19日

〇 あり 〇 〇 〇 〇 〇 〇
市民の役割の規定で事業者の役割も
定めている

富士市 富士市手話言語条例
令和4年
4月1日

〇 あり 〇 〇 〇 〇 〇 〇
市民の役割の規定で事業者の役割も
定めている
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